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抄録

目的： ICD-11に東洋医学分類が組み入れられるに至った背景，開発の経緯を概説し，その意義，課題，

ならびに今後の展望につき解説する．

伝統医学分類の開発の経緯：WHOにおける伝統医学分類の作成はWHO西太平洋地域事務局 (WPRO)

における伝統医学の標準化プロジェクトの一環として開始された． 2008年まではWPROでの開発で

あったが， 2009年からWHO本部としてのプロジェクトに移行し， 2009年に世界中の伝統医学の代表

が一同に介する会議を経て， 2010年に，伝統医学の中で，東洋医学をICDの中に入れようということ

で開発をスタートさせた． 2013年にはベータ版が完成し， 22カ国の東洋医学の専門家と言語の専門家

142名によるピアレビューと， 日中韓英によるフィールドテストを経て2018年 6 月にリリースされた

ICD-11の第26章として位置づけられた

伝統医学分類の開発の意義： 1900年からのICDの歴史の中で，伝統医学がその中に入ったのは初めて

である．その意味において，前WHO事務局長のマーガレット・チャン氏が歴史的といったのは必ず

しも大げさなことではないであろう．

その一方で，西洋医学の分類に遅れること 118年で，ようやく診断の体系が国際化されたに過ぎない．

ICD-11 に入ったことは， WHOが伝統医学の効果や安全性を認めたことではない．むしろ，有効性安

全性を検証するための国際的なツールができたに過ぎない． よってこの伝統医学の章を用いてこれか

ら説得力のあるデータを取っていくことが求められているのである．

伝統医学分類の今後の展望：伝統医学の章の開発は日中韓を核とした国際チームによって成し遂げら

れた．今後は維持・普及のフェーズとなる．また，鍼灸などの介入に関してはICHIの中で位置づけ

られていく計画であるこうした活動の中心になる母体組織として， 2018年， WHO-FICの中に伝統医

学分類委員会が設置された．今後新たな伝統医学の開発も視野にいれて活動を行っている．活動の大

きな柱の一つは普及である．東洋医学はアジア，オーストラリア，ニュージーランド，欧米はもちろ

んのこと，コロンビア，ブラジルなどの南米諸国ロシアなどでも盛んに行われている．今後は東洋

医学を行うすべての国において，伝統医学の保健統計が取得され，また，教育・研究などの分野で活

用されることが期待される．

結論： ICDの歴史の中で初めて伝統医学の章が入り，伝統医学保健統計の国際基盤ができた．今後伝
統医学の統計・教育・研究の分野で活用されることが期待される．

キーワード： ICD-11, 伝統医学分類東洋医学，漢方医学，伝統医学疾病，証

連絡先：渡辺賢治
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渡辺賢治

Abstract 

Purpose: To outline the background and development of Oriental medicine classification into ICD-11, and 

to explain its significance, tasks, and future prospects. 

Development of traditional medical classification: The development of traditional medical classificaｭ

tion at WHO was initiated as part of standardization headguarters projects of traditional medicine by the 

WHO Western Pacific Regional Office (WPRO). In 2009, WHO headquarters held a conference in Hong 

Kong, inviting representatives of traditional medicine from around the world. Subsequently WHO started 

the development of traditional medicine classification for ICD revision. In 2013 a beta version was completｭ

ed and peer reviewed by 142 experts in 22 countries. After the field test, ICD-11 was released in June 2018, 

and traditional medicine classification was positioned as chapter 26 of ICD-11. 

Significance of the traditional medical classification in ICD-11: In the history of ICD since 1900, this 

is the first time that traditional medicine has been incorporated. Former Director General Margaret Chan of 

WHO emphasized that this is a historical event in ICD history. 

On the other hand, lagging behind Western medicine classification by 118 years, the diagnosis system of 

traditional medicine is internationalized. This does not mean that WHO endorsed the effectiveness or safeｭ

ty of traditional medicine. It is only an international tool for the future validation of effectiveness and the 

safety. Therefore, using this chapter on traditional medicine is required to take health informatics data from 

now. 

Future prospects of traditional medicine classification: Development of the chapter on traditional 

medicine was accomplished by an international team. It will be shifted to the phase of maintenance and 

implementation. In addition, interventions such as acupuncture and moxibustion are planned to be within 

rem. The Traditional Medicine Reference Group (TMRG) was established in WHO-FIC in 2018. Oriental 
medicine is actively employｷed all over the world. In the future, health statistics, education, and clinical 

research using the ICD traditional medicine chapter are required to spread to all countries where oriental 

medicine is employed. 

Conclusion: The traditional medicine classification chapter was incorporated in ICD for the first time in 

the history of ICD since 1900. The international foundation of traditional medicine statistics is ready, and by 

utilizing this, the implementation of health statistics, education and research are expected to be promoted. 

keywords: ICD-11, traditional medicine conditions, Oriental medicine, Kampa medicine, traditional medicine 

disorder, traditional medicine pattern 

(accepted for publication, 3rd December 2018) 

I.緒言 ンド起源），ユナニ（アラブ医学）を指す．これにチベッ

ト医学を入れて，四大伝統医学と称する場合もある．

WHOは2018年 6 月， ICD-11 をリリースした［l]. この

ICD-11 はICDの歴史の中で初めて霞子化され，説明がつ

くことで，オントロジーによる検索やグループ化が簡便

にできるようになるなど，技術的にも革新的であったが，

コンテンツとしても現代の医療状況を反映して，革新的

な内容となった［2]. コンテンツの一つとして伝統医学

分類が入った 1900年に始まる国際疾病分類の長い歴史

の中で，伝統医学の分類が入るのは初めてのことになる

ため，大きくクローズアップされた．

今回ICD-11に第26章として入った伝統医学は「Tradi—

tional Medicine Conditions Modulel」である．このModule

1は説明を読んでいただければ分かる通り，古代中国を

起源とする伝統医学，いわゆる東洋医学である．伝統医

学は，それぞれの地域で発展したローカルな医療であり，

文字または口伝で伝承されてきたものである．世界三大

伝統医学というと，東洋医学，アーユルベーダ（古代イ

このTraditionalMedicine Conditions Modulelの開発は

ICD-11への改訂の過程で， 2010年にWHO本部主導で開始

されたが，それに先立つこと2005年にWHOの西太平洋

地域事務局において伝統医学疾病分類の標準化プロジェ

クトが開始されており，この産物がWHO本部のプロジェ

クトに引き継がれた形となった[3-6].

筆者は2005年のWHO西太平洋地域事務局でのプロ

ジェクトの議長，そして2010年からのICD-11改訂にお

ける伝統医学トピックアドバイザリーグループの共同議

長として，そしてWHO-FICにおける伝統医学分類委員

会の共同議長として，この伝統医学分類の開発に関わっ

てきた立場として，本稿ではICD-11に東洋医学が入っ

た経緯を概説するとともに［7-9], その活用を含めた将来

展望について若干の私見を述べさせていただ＜．

472 J. Natl. Inst. Public Health, 67 (5): 2018 

東洋医学における ICD-11 活用

II. 目的

ICD-11に東洋医学分類が組み入れられるに至った背

景，開発の経緯を概説し，その意義課題，ならびに今

後の展望につき解説する．

III.背景

1 ．世界に広がる伝統医学

本稿の読者の考えの中では，医療といえば，西洋医学

をまず思い浮かべるであろう．伝統医学が国際的に拡が

りを見せ始めたのは1970年代頃からである最も象徴的

な出来事は， 1971年にキッシンジャー氏の訪中に随行し

たニューヨーク・タイムズ紙の記者が自身の鍼灸治療の

経験を記事にしたことである．

その後米国においては代替医療として，英国において

は補完医療として，西洋医療以外の鍼灸や生薬療法に関

心が高まったが，米国においてはハーバード大学医学

部のDavid Eisenberg氏が，補完代替医療の利用者が西洋

医療の利用者よりも多いという調査結果を 1993年のNew

England Journal of Medicineに発表したことがきっかけ

で[10), NIH内に国立補完代替医療センターが設置され，

今では年間予算も 1 億5000万ドルに達している． NIH全

体としては， 3 像ドルが投じられている [11). これは補

完代替医療全体である．この補完代替医療にはいろいろ

な種類があるが，中でも古代中国由来の伝統医学とイン

ド由来のアーユルベーダはwhole medical systems として

扱われている [12). 伝統医学の広まりはヨーロッパでも

同様で， ドイツでは200時間の鍼灸の教育を受けた医師

が2~3万人おり，医師向けの生薬専門薬局もある．米国

においても鍼灸の普及は進んでおり，ダナ・ファーバー，

MD アンダーソンといった主要ながん病院には鍼灸部門

が疼痛緩和目的で設置されている．

こうした世界の状況をご理解いただければ， WHOが

ICDの今回の改訂で，なぜ伝統医学を取り上げたかがお

分かりいただけると思う．

2. なぜ伝統医学は国際化していったか

伝統医学の国際化の流れは何故加速していったのであ

ろうか？しかもその潮流は西洋医学の発達している，先

進国でその動きが加速した西洋医学の届かない開発途

上国において伝統医学が普及していくのは理解できる．

しかし西洋医学が進歩している地域においてこそ伝統医

学がブームとなるのはどのような訳であろうか？

伝統医学が国際的なブームになるのは1970年代である．

前述の通り，ニューヨーク・タイムズ記者の中国におけ

る鍼灸の記事もそのきっかけとはなったがその背景に

はいくつかの理由がある．

一つ目は西洋医学の細分化が進み，体全体を見る医療

がおきざりにされる， という危機感である．医学の進歩

は戦後目覚ましいものがあり，専門知識も膨大なものと

なったそれに伴い医療の形も変わらざるを得なくなっ

た．すなわち膨大な医学知識をすべて保有するのは不可

能なことから，分野ごとの専門家に役割が分化していっ

たのである．いわゆる臓器別医療の始まりである．これ

により，専門分野にはまらない， もしくはいくつかの専

門分野にまたがる疾患を有する患者の行き場がなくなっ

た．

二つ目の理由は疾病の複雑化である． 20世紀前半まで

は医療の戦いの相手は感染症であった抗生物質の登場

により，ある程度感染症に対応することが可能になり，

代わって虚血性心疾患，脳血管障害，糖尿病や高脂血症

といった生活習慣をベースとする慢性的で複雑な疾患ヘ

の対応に追われるようになった．

三つは薬の副作用である． 1960年代から薬物や化学物

質による様々な問題がクローズアップされた特にサリ

ドマイドは睡眠薬として開発され，妊婦が服用すること

により，胎児が奇形になり世界に衝撃を与えた．こうし

た化学合成の薬の副作用に対する警戒感から， より自然

な伝統医学へと人々の目が向いていった

こうした背景は先進国の方が顕著であったため，まず

は先進国において，全人的で，生活習慣や気候なども考

慮にいれ， 自然で比較的安全な伝統医療へと関心が高

まっていったのである．

そして欧米における補完代替医療のブームが1990年代

に訪れる．この背景には上記のような医学の発達に対す

るアンチテーゼ的な要素に加えて，先進国における医療

費の高騰が挙げられる．特に英国における医療制度の崩

壊や米国における医療費の対GDP比の増大から， もっ

と効率のよい医療のシステムは何かという模索が始まっ

ていた．

たとえば米国においてWHI 咽omen's Health Initiaｭ

tive) が行なった研究で，更年期障害に対してホルモン

療法が動脈硬化や認知症を予防する， という仮説で行

なった研究で，ホルモン療法により乳がん，卵巣癌の発

症が増えるのみならず，動脈硬化性疾患に対しても抑制

しない， という中間結果が出たため，研究は中断され，

世界に衝撃を与えたこの時にNIHは大豆イソフラボン

はじめ， さまざまな生薬による治療の可能性を考え，研

究助成をつけている．

FDAも新薬開発の対象として，生薬を認め，イチョウ

葉エキスやセントジョンズワートといった一つの生薬の

みならず，東洋医学の複合的な生薬の組み合わせに対し

ても認可を認める方向で大きく舵をきった．

IV. 国際伝統医学分類の開発

1. WHO西太平洋地域事務局における国際伝統医学分

類の開発

WHO西太平洋地域事務局(YvestPacific Regional Office: 

WPROは， WHOの地域事務局の一つで，フィリピンの

マニラにあるこのWPROには日本・中国・韓国を含む
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37カ国が加盟国として存在し，伝統医学の部門が存在す

る．このWPROの伝統医学のコーデイネーターとして慶

熙大学病理学教授のスンフン・チョイ氏が就任したのが

2003年であるが，伝統医学における用語，経穴，情報，

ガイドラインと矢継ぎ早に国際標準化プロジェクトをス

タートさせた

国際伝統医学分類の標準化プロジェクトは2005年 5 月

の北京会議でスタートした[13]. この開発には日中韓に

加え，ベトナム，モンゴルなど， WPRO加盟国とともに

2008年まで継続した． WPROの伝統医学のコーデイネー

ターのスンフン・チョイ氏が韓国に戻ることになったた

め，開発を中止せざるを得ない状況になったが，一応の

形を成すまでに至ったこれには用語の標準化が同時に

なされたことが大きい．東洋医学は， 日中韓において共

通の部分が多いが，その一方長い歴史の中での相違も大

きい．こうした違いを乗り越えて用語の統ーがなされ，

「WHO International Standard Terminologies on Traditionｭ

al Medicine in the Western Pacific Region」として出版さ

れた[14].

伝統医学分類を作成する際には用語が必要であり，こ

の用語集を参照しながら作業を進めた結果，比較的短期

間で成果物を完成させることができた．

2. 情報のパラドックス

WHO本部が伝統医学をICDの一員として考えてくれ

るようになった背景には「情報のパラドックス」がある．

この「情報のパラドックス」は2006年のWHO-FIC年

次会議のテーマでもあったアフリカのチュニジアの首

都チュニスで開催されたが， WHO西太平洋地域事務局

の伝統医学分類のチームから 4 名が参加し，筆者もその

一員であった．

この時 WHOが示した図は印象的であった．宇宙か

ら見た夜の地球の写真であったが， ヨーロッパ，特に西

の方は明るいが，アフリカは真っ暗であった．アジアも

日本，韓国は明るいが，中国は沿岸部だけで，あとは真っ

暗である． ICDの統計情報もこれと同じだと言うのであ

る．「国際」疾病分類といいながらデータが取れている

のは先進国のみで開発途上国ではほとんどデータが取れ

ていない． WHOは開発途上国で使われている伝統医学

をICDに組み入れることで，保健統計を取れる国が増え

るという期待をしていた

3. WHO本部における伝統医学分類の開発

2008年 4 月にICDの改訂に関する主要関係者が一同に

集まる会議がジュネープで開催され，その席で，伝統医

学分類の扱いについての討議もなされたその結果1)

伝統医学がグローバル化している中でWHO-FICの仲間

として入れることには基本的に賛成であり， WHO本部

の体制としてはICD担当部署と伝統医学担当部署で協力

して行う， 2) 世界には数多の伝統医学があり，最初から

東アジア伝統医学に絞るのは好ましくなく， どの伝統医

学がWHO-FICの仲間入りをするかを検討する会議を行

う必要がある， という結論になった

それを受けてWHO本部主催の伝統医学の拡大会議が

2009年 5 月に香港で開催されたこの会議には世界の伝

統医学の代表が集められた．東アジア伝統医学は， 日本，

中国，韓国，ベトナム，オーストラリア，アーュルヴェー

ダ代表としてインド，ホメオパチーとしてドイツ，英国，

フランス，その他ブータン，モンゴルの伝統医学の政府

関係者および専門家が集った．

各国の伝統医学の国際標準化の取り組みや国内標準の

存在などが議論され， ICDに入れる準備が整っている伝

統医学の候補について話し合われたその結果WPROで，

伝統医学分類の作成や用語の標準化を行ってきた，東洋

医学をその候補とすることが決定された．

4. 伝統医学分類の開発

伝統医学分類の作成は2009年から本格化し，プロ

ジェクト・アドバイザリー・グループ (PAG) が組織さ

れ， 日中韓豪から各 2 名ずつ，そしてオランダから 1 名

で，計 9 名から構成された．その中で共同議長として，

WHO伝統医学担当官を退任したばかりのシャオルイ・

ザン氏と筆者が就任した．ワーキンググループとして疾

病分類，介入分類，用語，情報の 4 つが立ち上がること

になった（図 1). ICDは疾病分類であるが，中心分類

として介入分類を開発中であり，それと呼応する形で伝

統医学の介入についても議論することになったのである．

この国際伝統医学分類作成チームは，内科，外因，精

神などの領域と並列の分野別領域（トピック・アドバイ

ザリー・グループ）として位置づけられた（図 2).

こうして国際伝統医学分類の作成を推進する体制が

整った．

それを受けて， 2010年12月に， WHOはジュネーブー東

京同時記者会見を開催し，伝統医学分類作成の正式なス

タートを宣言した[15-18].

他の分野別領域（トピック・アドバイザリー・グルー

プ）と同様に，対面会議および電話会議を行い，開発を

進めた． WHO-FIC会議への参加も含めると対面会議だ

けでも 25回を数えたその他にPAGメンバーによるウェ

ブ会議や，マネージング・エデイターを含めたウェブ会

議なども年数回の頻度で行ってきた． WPROによるベー

スがあると言っても，他の領域と異なり，ーから作る伝

統医学分類は相当の労力と神経を使いながら作業を進め

てきた．幸い日中韓欧米豪のチームワークがよく機能

したお陰で，開発は順調に進み， 2016年にはピアレビュー

を， 2016,2017年にはフィールドテストを行い，現在公開

されている形となった

5. 伝統医学分類の構成

CD-11の第26章の伝統医学分類は「伝統医学の疾病」

と「伝統医学の証」の二つのカテゴリーに分けられている．

「伝統医学の疾病」は，「traditional medicine disor-
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図 1 WHOにおける伝統医学分類開発組織図
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図 2 WHO-FIC ICD改訂組織

der」と表現されている．西洋医学的な「disease」を用い

ていない．

ICDにおいて「disease」という場合には多くは病因・

病理が明らかにされている．これに対し，伝統医学の疾

病は症状や症候である．その点においてはICD-10でのR

コードに近い．西洋医学的な病名と区別するために，こ

の伝統医学の疾病を「condition」や「illness」で表現す

ることも検討したが適切でないと判断され，最終的に

「disorder」を用いることになった

ここで問題になったのは翻訳の問題である．例えば頭

風は症状としては頭痛と同義であり， headache とするが，

伝統医学的病理理論は西洋医学と異なる．その意味にお

いて西洋医学のheadacheとは完全には一致しない．この

ことから伝統医学的頭痛は末尾にTMを用いてheadach TM 

と表記することで，西洋医学のheadache とは区別するこ

とにした．

次に「証」の英語表現であるが，「syndrome」,「symp-

toms」などが用いられてきたが，病気の分類というより

も人間の状態を表す言葉であり「pattern」という表現に

することにした「証」の用語の定義としては．「ある時

点における患者の正確な臨床像を示すーまとまりの徴候，

症状，所見（患者の体質を含む）」とした

6. 伝統医学分類の意義と用い方

伝統医学の章の意義と用い方についてはICD-11の

コーディングレファレンスガイドに明記されている．

まずは，伝統医学分類については，あくまでも分類．

診断，統計，情報交換，国際比較のための道具であって，

ICD-11に伝統医学分類が入ったからといって， WHOが

伝統医学の診療を正当化した， とかその効果を認めた，

というものではない．伝統医学分類は，伝統医学に関す

る安全性や効果を評価・検証するための研究を支援する

目的で開発されたものであり， これを道具として用いる

ことで，伝統医学が正しく評価されることが期待されて
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いる．

また，前述した，情報パラドックスを埋めるという意

味において，西洋医学の診断とともにコードをつけるこ

とが求められている．すなわち，西洋医学の診断 (1-25

章）をつけた上で，伝統医学の疾病と証をつけるルール

になっている．ただし，一部の国においては，伝統医学

の医師が西洋医学的診断を行うことを禁じているため，

これを配慮して伝統医学の診断だけでも成り立つような

コーデイング・ルールとなっている．

v．日本における漢方分類の開発

1. 日中韓における伝統医学分類

国際伝統医学分類作成が本格化する中で， 日本には標

準化された診断分類は何一つ存在していなかった中国
は病名と証の分類については1995年に作成されたGB/T

15657-1995 （通称GB95) があり，疾病が624, 証が1624

記載されている．さらに用語に関してはGB/T 16751.1 

~3-1997 （通称GB97) があり，疾病930, 証800, 介入

1037が記載されている．

韓国も韓医学分類作成の歴史は古く， 1973年に最初に

制定され， 1979年にICD第 9 版(ICD-9) に基づいて， 1

次改正され， 1993年のICD 第10版に基づいてKCD-OM2

に 2 次改訂された現在用いられているKCD-OM3は画

期的で， 2008年から開発が開始されたが， 2010年のICD-

10の韓国版改正 (KCD) に伴い西洋医学分類と合体さ

れている．

韓国は電子カルテの導入率も高く，診療情報の電子化

が進んでいる．慶熙大学のキュンモ・パク氏はオントロ

ジーの専門家で， 2010年のWHO-FICネットワーク年次会

議にて韓国が既にオントロジ一手法によるインフォメー

ション・モデルに着手していることを発表したまた，

中国は2009年 5 月の香港でのWHO会議にて政府主導で

中医学の病院のネットワークを作り， 100万件のデータが

既に収集されたことを発表している．

それに引き換え，国際伝統医学分類作成が始まった時

にはわが国には国家基準と呼べるものが何一つ存在して

いなかった．

2. 漢方分類開発の体制

2011年の南アフリカ・ケープタウンにおけるWHO­

FIC年次会議で， 日本が正式にWHO-FICの協カセンター

となった日本東洋医学会の用語および病名分類委員

会が入ったことである（図 3). 厚生労働省大臣官房統

計情報部企画課国際分類情報管理室（ICD室）が中心で，

センター長はICD室の室長である．その下に国立保健医

療科学院研究情報支援研究センター，国立がん研究セン

ターがん対策情報センターがん情報・統計部， 日本病院

会日本診療情報管理学会， 日本東洋医学会用語及び病名

分類委員会（日本東洋医学サミット会議）が協カセンター

メンバーとして位置づけられた

これにより，伝統医学分類開発のミラー委員会として，

日本東洋医学会用語及び病名分類委員会が， WHO-FIC

の協カセンターの一員として機能し始めた．

3. 漢方分類の作成
日本漢方分類を作成する上で，いくつか検討する課題

があったまずは誰を対象の分類にするか，である． 日

本の医師数は30万人として，いろいろなデータが示して

いるのは，医師の 9 割が漢方を日常診療で用いている，

ということである．そうすると約27万人が漢方を使用し

ていることになる．一方漢方専門医は2000名である． 27

万人の医師を対象とするのか， 2000名の専門医を対象と

するのか， という問いになる． ICDが西洋医療の現場で

日本WHO国際統計分類協カセンター

•一 — --l、
•国立保鍵医療料学院

•国立鍾書書 '.)1＼ピリテ
ーションセンター

医憲情報に関するmm·! •国立咸輝町成センター

鰐院碕療情＂環tこ閾するi翼方に閾する医学用謳と俎員
技籠支擾・研究 に閲する研究.................... .. 
情報警還に調する教青活動 ＇東アジア伝統分蠣の詈及

研究

分順•用嗣に関する技情支置
＂研究

生活機饒分順に関する技肯
支置・研究

図 3 日本WHO国際統計分類協カセンタ一体制 2015~2019年
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幅広く用いられていることを考えると自ずから答えは明

らかである．

漢方にそれほど精通していない27万人の医師でも短い

トレーニングで漢方分類ができるようなシンプルなもの

にしなくてはならない．

次に考えなくてはいけないのはその数である．中国の

国家標準分類であるGB95 • 97では証の分類が2300ある．

2300から一つの分類を選択するのは大変なことである．

データマイニングやAIなどの世界でもデータさえ入れれ

ばすぐにコンピュータが計算してくれる， というもので

はない．ノイズと呼ばれる不要なデータや欠損データを

如何にきれいに取り除くか， というクリーニング作業が

必要である．

その意味において，分類方法がシンプルであればある

ほど精度が高くなる． こうしたことから行き着いたのが

日本漢方分類である[19].

こうしてどうにか中韓に遅れ，かつ国家標準ではない

ものの，伝統医学分類作成に向けての日本分類ができあ

がった日本漢方の分類はいくつかの特殊性があったが，

それらはポスト・コーデイネーションとしてコードをつ

けることでクリアすることができた．

また， 日本提案として鍼灸分類が入った中韓からは

鍼灸は介入であり，診断ではないという理由で提案がな

かったしかしながら日本鍼灸においては介入であると

同時に診断である， ということで， 日本提案をし，それ

が認められて伝統医学の章に入れることができた．

4. 漢方医学における伝統医学の証の用い方

日本では，伝統医学疾病は用いない方針とした 日本

が伝統医学疾病を使わなくなったのは明治になり，医制

から漢方がはずれたことと深い関係がある．漢方を処方

する医師は西洋医学の教育を受けることが必要とされた．

1976年に医療用漢方製剤が日常診療の中に入ってくるよ

うになり，今では 9 割の医師が日常的に漢方薬を処方す

る時代になった伝統医学疾病というのは例えば「霧乱」

は水様下痢を指す． コレラ様の症状を指すが， コレラだ

けではなかったであろう現代医学の中では，敢えて霧

乱を用いる意味はなくなったこのように日本における

伝統医学分類は「伝統医学の証」のみを用いることにした

西洋医学病名と伝統医学の証の二つは，例えて言うな

らば地球儀の緯線と経線のような関係にあり，西洋医学

病名だけでは漢方処方は決定できないし，漢方の証のみ

でも処方の決定はできない．漢方治療の方針を決定する

ためには，西洋医学病名と漢方の証の両者が必要になる

のである．

VI.国際レビュー，フィールドテストそして
ICD 改訂会議を経て 2018 年リリースへ

1.伝統医学の章の国際レビュー

2017年には伝統医学の章のベータ版に対して，ピアレ

ビューを行った． レビュワーは22カ国の142名の専門家

であり，伝統医学疾病155 と証203をいくつかのグループ

に分けて担当を割り振りレビューしてもらったこの結

果を踏まえてブラッシュアップを図った．

2. 伝統医学の章の国際フィールドテスト

2018年には日中韓英で出し合った症例10例ずつ，合計

40症例に対して伝統医学疾病と証のコーデイングを上

記 4 カ国で行い，その結果を比較したその結果を踏ま

えて伝統医学の章の修正を加えた

日本でのフィールドテストには日本診療情報学会が全

面的に支援してくれたお陰で，比較的短期間で終了する

ことができた．

3. 改訂会議における伝統医学

2016年10月はICDの改訂にとっても伝統医学の章に

とっても重要な時であった． ICD-11改訂に向けての準

備がほぽ整い， ICD改訂会議が開催されたのである． し

かも場所は東京であった

1 週間の会議のうち，前半は通常のWHO-FIC年次総

会，後半がICD改訂会議に当てられた． WHO-FIC年次総

会が日本で開催されるのは1986年， 1996年及び2005に次

いで 4 回目である．このうち， 2005年はICDの改訂に向

けた準備を始めた年である．そして2016年はICD-11へ

の改訂がほぽ見えてきたことを宣言する会議である．こ

うした節目に日本がWHO-FICの会議を行うことは素晴

らしいことである．

改訂会議に合わせ，伝統医学のサイドセッションを

行ったここではWHOからは伝統医学担当官のチー・

ジャン氏 ICD担当官のネナード・コスタンジュセク氏，

それに日中韓の代表が話をした．さらに，オーストラリ

ア，英国，米国の代表が話をし，東アジア伝統医学の次

にICDに入る候補として，インド政府の方がスピーチし

た．

改訂会議最終日の全体会議でも伝統医学のセッション

があり， 日本からは厚生労働省医事課長に日本における

伝統医学の現状についてお話いただいたまた，渡辺か

らはサイドセッションの報告を行った

このようにICD改訂において，伝統医学の存在がク

ローズアップされた意味において， この東京会議は大き

なステップであった

VII. 今後の展望と課題

1. ICD-11 の維持の仕組み

ICD-11 は2018年 6 月のリリースを境に，それまでの

開発のフェーズから維持・普及のフェーズに入った．維

持に関しては，従来はWHO-FIC協カセンターから出た

提案を，年に 1 回のWHO-FIC年次会議において審議し

てきたが， ICD-11 はWikipedia方式で．いつでも誰でも

内容に関する提案ができる仕組みになっている．それを
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WHOでフィルターにかけた後審議する組織体とし

て，医学科学諮問委員会 (Medicaland scientific advisory 

committee: MSAC) と分類統計諮問委員会 (Classification

and statistics advisory committee: CSAC)が設置された

[20]. MSACは医学的な見地で，提案について審議す

る委員会で， 20名の委員から構成されるが， 日本から

は 3 名の委員が参加している．小生も伝統医学分野の代

表として参加している．一方CSACは分類や統計そのも

のに関する重大な決定を行う委員会である． ICD-11の

維持はこのように行われるが，伝統医学分類においても

同じ仕組みで維持されることになる．

2. 伝統医学分類グループ

WHO-FICにおける伝統医学分類の維持・普及そして，

ICHIにおける伝統医学的介入に関しては， 2018年10月の

ソウルにおける伝統医学会議において新たに伝統医学分

類委員会(traditionalmedicine reference group; TMRG)が

発足した． 2017年のメキシコ・シティーにおいては，伝

統医学分類に関する非公式の会議が行われ，多数の国か

らの参加があったが， 2018年には正式なグループとなり，

その会議には各国から50名ほどの専門家が参加した．

この中にはインド・タイなど，伝統医学分類のmodule

2, module 3になる可能性のある，将来の伝統医学分類の

候補国も参加した．

今後はこの伝統医学グループが核となって，伝統医学

分類の維持・普及そしてICHIなどの開発に当たっていく．

3. 伝統医学の章の活用

伝統医学の章の活用としては，まずは保健統計である．

伝統医学に対するきちんとした疾病保健統計を取る基盤

ができたので，その使用実態を含め，疾病保健統計を取

る必要がある．その際， IV-2で述べたように，情報のパ

ラドックスを埋めるためには，伝統医学分類のみなら

ず，西洋医学の病名とともに：統計を取る必要がある．

IV-6伝統医学分類の意義と用い方で述べたように，コー

ドの方法はICD-11のレファレンスガイドに記載されて

いる通り，西洋医学病名と伝統医学的疾病，伝統医学の

証を 3 つ付与することが推奨されている．西洋医学と伝

統医学をつなぐこと，これがまず求められていることに

なる．

次に臨床研究である．伝統医学の治療方針は西洋医学

的診断のみでは定まらない． しかし，現在までのところ，

標準化された伝統医学分類が存在しなかったため，臨床

研究に伝統医学的知識を入れることが不可能であった．

今後は伝統医学の考え方を入れ込んだ臨床研究のデザイ

ンが組める．さらに国際臨床研究や，各国における臨

床研究の結果の国際比較も可能となる．

また，教育の分野も標準化された基盤ができたことに

なる．伝統医学分類に用語集がついたことで，国際的な

共通認識が生まれた．伝統医学の用語は長い歴史の中で，

多義になっているものが多く， 日中韓でも理解の異なる

用語が多々あるが．今回の伝統医学分類で解説されてい

るものに関しては共通の理解基盤ができたことになる．

伝統医学教育に関して国を超えた理解のもと． しかも英

語という共通言語で行える意義は大きい．

4. 伝統医学の章の今後の課題

伝統医学分類の今後の普及に関してはまずは国内での

周知が必要である． この点に関しては日本東洋医学会用

語および病名分類委員会が中心となって，まずは日本東

洋医学会会員に向けて普及を開始している． ICD-11伝

統医学の章に関する動画も配信予定である．

普及に関しては， コーデイングの教育ツールも必要で

あるが，これに関しても日本診療情報管理学会にご理解

をいただいており，一緒に教育ツールを作っていければ

大変ありがたいことである．

国際普及に関しては各国の事情に拠るところが大きい．

2018年のWHO-FICソウル会議では， 日中韓に加えてコ

ロンビアからプレゼンテーションがあった米国とコロ

ンビアでも東洋医学は普及しているが，制度がきちんと

整っていない．それ故，伝統医学の章を用いて制度の整

備を行い，効果や安全性の検証をしたい， ということで

あった．

東洋医学は鍼灸を中心に世界中に広がっているたと

えばドイツのように，一般医対象に200時間の鍼灸教育

が義務付けられているところもあるが，まだ制度的に

整っていないところも多い．こうした国々ではコロンビ

アのように，伝統医学の章を活用して，制度を整えて行

くことになるであろう．

VIII.結論

ICD-11伝統医学の章は開発が終了し，今後は維持・

普及のフェーズに入る． ICDそのものは1900年に開始さ

れ， 100年以上経った今も改訂が続けられている．伝統医

学に関してもまだスタートしたばかりであり，完全なも

のではないが，今後の維持・普及の過程で， より目的に

資するものに変わっていくことが期待される．東洋医学

の普及はこの30年ほどの間に急速に進んだが，今後さら

なるグローバル化が進む中で，国際的にもますます用い

られることが予想される．そうした次の時代に向けてこ

の伝統医学の章は進化しつづけなくてはならない．そし

て，伝統医学の国際統計・教育・研究の分野で活用され

ることが期待される．
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